
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号※ 

の規定に基づく随意契約の締結状況一覧 

 

※障害者支援施設等からの物品購入・役務提供、シルバー人材センター等からの役務提供及び母子福祉団体からの役務提供に関する契約です。 

 
№ 件　名 契約担当課 契約の相手方 契約(業務)内容 契約期間 契約金額

契約の相手

方とした理

由
 

1 芦野公園施設管理等業務 金木総合支所

公益社団法人 

五所川原市ｼﾙﾊﾞｰ 

人材センター

児童動物飼育管理、動物園敷地内清

掃及び草刈り芦野公園内園路の清掃

令和 8年 4月  1 日から 

令和 9年 3月 31 日まで
3,772,156 円

選定基準に該

当する市内の

法人である。

 

2 芦野公園環境整備業務 金木総合支所 同　上

公園内(芦野公園・東部農村公園・山

道町子供広場)の清掃、内草刈り、樹

木薬剤散布

令和 8年 4月  1 日から 

令和 9年 3月 31 日まで
4,993,400 円 同　上

 

3 金木総合支所当直業務 金木総合支所 同　上 金木総合支所の当直業務
令和 8年 4月  1 日から 

令和 9年 3月 31 日まで
6,516,435 円 同　上

 

4
五所川原市市浦庁舎日直

業務
市浦総合支所 同　上 市浦庁舎日直業務

令和 8年 4月  1 日から 

令和 9年 3月 31 日まで
1,198,336 円 同　上

 

5
五所川原市市浦庁舎夜間

管理業務
市浦総合支所 同　上 市浦庁舎夜間管理業務

令和 8年 4月  1 日から 

令和 9年 3月 31 日まで
3,527,360 円 同　上

 

６ 五所川原市斎場管理業務 環境対策課 同　上
葬斎苑・金木斎場・市浦露草斎苑の

管理業務

令和 8年 4月  1 日から 

令和 9年 3月 31 日まで

9,660 円/日(消費税含まず) 

移動日　金木斎場 300 円/日 

移動日　市浦露草斎苑 700 円/日

同　上



  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号※ 

の規定に基づく随意契約の締結状況一覧 

 

※障害者支援施設等からの物品購入・役務提供、シルバー人材センター等からの役務提供及び母子福祉団体からの役務提供に関する契約です。 

 
№ 件　名 契約担当課 契約の相手方 契約(業務)内容 契約期間 契約金額

契約の相手方

とした理由



地方自治法施行令第１６７条の２第１項第４号※ 

の規定に基づく随意契約の締結状況一覧 

 

※新たな事業分野の開拓を図る者として認定された者から新商品として生産した物品を購入する契約です。 
 

№ 件　名 契約担当課 契約の相手方 契約内容 契約期間 契約金額
契約の相手方

とした理由

 

　該当ありません。


